
平成26年4月1日より消費税率が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会
保障施策に要する経費に充てることとされています。平成30年度の地方消費税交付金（社会保障財源分）の決算額及び充当先は以下のとおり
です。

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源分） 千円

【歳出】 社会保障施策に要する経費 千円

社会福祉事業
（社会福祉総務費）
老人福祉事業
（老人福祉費）
障害者福祉事業
（身体障害者福祉費）
児童福祉事業
（児童福祉総務費）

国民健康保険事業
（繰出金）
介護保険事業
（繰出金）
後期高齢者医療事業
（繰出金）

保健衛生事業
（保健衛生総務費）
保険予防事業
（予防費）

地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途について

47,421

751,969
（単位：千円）

事業区分 経費

財源内訳
特定財源 一般財源

国庫支出金

社
会
福
祉

21,850 1,892 19,958 1,851

県支出金 地方債 その他
地方消費税交付
金（社会保障財
源分）

129,837 55,555 27,082

102,425 2,554 323 310 99,238

47,200 4,378

9,204

2,998

小計 363,642 116,857 44,019

109,530 58,748 16,614 1,848 32,320

社
会
保
険

66,414 9,486 33,433 23,495 2,179

4,050 198,716 18,431

138,593 821 410 137,362 12,741

110,821 13,677 97,144 9,011

小計 315,828 10,307 47,520

保
健
衛
生

31,572 5,491 6,884 1,855 17,342 1,609

258,001 23,931

小計 72,499 7,763 8,264 1,935

40,927 2,272 1,380 80 37,195 3,450

54,537 5,059

511,254 47,421合計 751,969 134,927 99,803 5,985
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